
最近、他人が本人になりすまして住民票を異
動し、健康保険証や住民票の写しなどを不正に
取得し、借金などに悪用される事件が全国的に
相次いでいます。
このため、住民異動届（転入・転出・転居な

ど）を受理する際には、写真付きの身分証明書
等の提示を求め、本人確認をすることになりま
した。
上三川町においても、4月の届出の受付から

本人確認を行いますので、ご理解とご協力をお
願いします。
●本人確認を必要とする届出
転入・転出・転居・世帯変更など、住所の変

更に関する届出
●本人確認をする書面
運転免許証・パスポートなど写真付きの身分

証明書
※写真付きの身分証明書を持っていない場合は、

健康保険証、年金手帳などを提示してください。
●代理人が届出を出す場合
従来どおり、本人自筆の委任状のほか、代理

人が代理人本人であることの確認できる書面
（運転免許証など）を提示していただきます。
●本人確認をする書面がない場合
本人確認をする書面がなく、本人確認ができ

なかった場合は、届出があったことを本人あて
に郵送で通知します。
※婚姻届、離婚届、養子縁組（離縁）届も、こ
れまで同様本人確認をさせていただきます。
▼問い合せ先＝住民課　総合窓口係

牲○56 9125

平成15年8月から交付するようになった住民
基本台帳カード（住基カード）は、写真付きカー
ドを希望した場合は、公的な身分証明書として利
用することができます。
住基カードの交付を希望される人は、次のもの

をご用意し、住民課で手続きをしてください。
●持参するもの
写真１枚（運転免許証やパスポート申請に使用

するサイズ）、写真付きの身分証明書（運転免許
証、パスポート、障害者手帳など）、印かん
●写真付きの身分証明書がない場合
本人あてに照会書を郵送で送付しますので、そ

7

ちらが届いたら回答書欄に記入したものをお持ち
ください。
その際に、本人の名前が記載された書面を持参

してください。
※本人の名前が記載された書面とは、健康保険証、
年金手帳（証書）、老人医療受給者証などです。
●代理人が申請する場合
本人あてに照会書を郵送で送付しますので、そ

ちらが届いたら、回答書欄に登録を申請する本人
に自書してもらい、代理人の欄に役場に申請に来
る人の住所、氏名を記載したものをお持ちくださ
い。
その際に、申請者本人の名前が記載された書面

と、代理人が代理人本人であることが確認できる
書面（運転免許証など）を持参してください。
●有効期限
交付日から10年です。ただし、町外に転出し

た場合は、転出日となります。（引き続き交付を
希望する場合は、転入先の市町村で新たに交付の
手続きをしてください。）
●手数料
１件500円です

▼問い合せ先＝住民課　総合窓口係　牲○56 9125

日本国 JAPAN

日本国 JAPAN
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住民異動届の際に
本人確認を行います

「写真付き住基カード」は、 
  公的な身分証明書になります 
「写真付き住基カード」は、 
  公的な身分証明書になります 

栃木県
上三川町
○○年○月○日�まで有効
昭和○年○月○日　性別○
○○○○
栃木県河内郡上三川町大字○○○○○
上三川町役場住民課　TEL56－9125

生年月日
氏　　名
住　　所
連 絡 先



第
3
号
被
保
険
者
の特

例
届
出
の
実
施

国
民
年
金
に
は
、
保
険
料
を
一
括
し
て

納
め
る
こ
と
の
で
き
る
前
納
制
度
が
あ
り

ま
す
。
前
納
の
最
大
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
保

険
料
が
割
引
に
な
る
こ
と
で
す
。
ま
た
、

毎
月
納
め
る
手
間
が
省
け
る
と
と
も
に
、

納
め
忘
れ
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
年
度
途
中
か
ら
の
前
納
も
で
き
ま
す
の

で
、
希
望
さ
れ
る
人
は
社
会
保
険
事
務

所
へ
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

納
付
方
法
＝
前
納
の
納
付
書
が
、
毎
年
4

月
に
毎
月
分
の
納
付
書
と
一
緒
に
送
付

さ
れ
ま
す
の
で
、
お
近
く
の
金
融
機
関

か
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
納
め
て

く
だ
さ
い
。

現
金
（
納
付
書
）
で
納
め
て
い
た
人
、

又
は
口
座
振
替
（
翌
月
振
替
）
を
さ
れ
て

い
た
人
が
、
当
月
末
に
口
座
振
替
す
る
こ

と
で
、
月
額
40
円
の
割
引
が
さ
れ
る
制
度

（
早
割
）
が
で
き
ま
し
た
。

早
割
り
す
る
場
合
に
は
、
申
請
が
必
要

に
な
り
ま
す
（
現
在
、
毎
月
口
座
振
替
を

し
て
い
る
人
は
、
改
め
て
変
更
の
申
請
が

必
要
で
す
）。

ま
た
、
早
割
を
申
込
み
さ
れ
た
場
合
、

通
常
よ
り
1
か
月
前
に
振
替
え
る
こ
と
に

な
る
た
め
、
初
回
に
限
り
、
2
か
月
分

（
前
月
分
、
当
月
分
）
を
振
替
え
さ
せ
て

い
た
だ
く
場
合
も
あ
り
ま
す
。

納
付
方
法
＝
申
込
用
紙
に
必
要
事
項
を
記

入
し
、
預
（
貯
）
金
通
帳
、
通
帳
届
出

印
、
年
金
手
帳
又
は
納
付
書
を
持
参
の

上
、
希
望
す
る
金
融
機
関
・
郵
便
局
・

社
会
保
険
事
務
所
で
手
続
き
を
し
ま
す
。

申
込
用
紙
は
、
社
会
保
険
事
務
所
で
請

求
す
る
ほ
か
、
社
会
保
険
庁
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
（h

ttp
://w

w
w
.s
ia
.g
o
.jp
/

）
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
第
3
号
被
保
険
者
の
届
出
を
忘
れ
ず
に
！

過
去
に
第
3
号
被
保
険
者
の
届
出
を
忘

れ
た
た
め
に
、
年
金
受
給
額
が
低
額
と
な

っ
た
り
、
受
給
資
格
が
得
ら
れ
な
い
と
い

う
場
合
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
は
、

遅
れ
て
届
出
を
す
る
と
過
去
2
年
間
し
か

保
険
料
納
付
済
期
間
と
し
て
算
入
さ
れ
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
今
回
の
改
正
に
よ
り
、

特
例
の
届
出
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
よ

っ
て
、
2
年
以
上
前
の
期
間
も
第
3
号
被

保
険
者
期
間
と
し
て
取
扱
い
、
将
来
そ
の

分
の
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。

●
過
去
に
届
出
済
の
人
は
…

過
去
に
第
3
号
被
保
険
者
の
届
出
を
、

2
年
以
上
遅
れ
た
た
め
に
第
3
号
被
保
険

者
の
期
間
で
は
あ
る

が
、
未
納
扱
い
と
な

っ
て
い
る
期
間
が
す

で
に
あ
る
人
は
、
自

動
的
に
保
険
料
納
付

済
期
間
に
変
更
さ
れ

ま
す
の
で
、
特
例
の

届
出
の
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。
ま
た
、
こ

れ
に
該
当
し
年
金
受

給
中
の
人
は
、
年
金

額
が
自
動
的
に
改
定

に
な
り
ま
す
の
で
、

手
続
き
の
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。

▼
問
い
合
せ
先
＝

社
会
保
険
事
務
所

牲
0
2
8
（
6
2
2
）
4
2
2
2

国
民
年
金
の
任
意
加
入
期
間
に
加
入
し

な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
障
害
基
礎
年
金

等
を
受
給
し
て
い
な
い
障
害
者
の
人
に
対

し
て
、
国
民
年
金
制
度
の
発
展
過
程
で
生

じ
た
特
別
な
事
情
を
考
え
、
福
祉
的
措
置

と
し
て
、「
特
別
障
害
給
付
金
制
度
」
が

創
設
さ
れ
ま
し
た
。

給
付
金
の
支
給
対
象
に
な
る
人
は
、
住
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▼ 

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 

▼ ▼ ▼ ▼ 

2年間 

2年間 特例措置 

保険料未納の扱い 保険料納付済期間 保険料納付済期間 

保険料納付済期間 保険料納付済期間 保険料納付済期間 

改正前 

改正後 

原則により遡及できる期間 

原則により遡及できる期間 

届出 

届出 

現在 

現在 

第3号該当 

第3号該当 

昭61.4

昭61.4

※4月中に手続きをした場合、4月分と5月
分が、5月末日に引き落としになります。

通常の口座振替から早割制度への変更例

通常の口座振替 早割制度

4月分 5月末日引落し 4月末日引落し

5月分 6月末日引落し 5月末日引落し

6月分 7月末日引落し 6月末日引落し

特
別
障
害
給
付
金

口
座
振
替
に
早
割
が
追
加

前
納
制
度

第
1
号
被
保
険
者
の
皆
さ
ん
！

保
険
料
の
納
め
忘
れ
は

あ
り
ま
せ
ん
か
？

1
年
間
前
納
（
平
成
17
年
度
額
）

2
、
8
9
0
円
割
引

6
か
月
前
納
（
平
成
17
年
度
額
）

6
6
0
円
割
引

今
年
度
か
ら

今
年
度
か
ら
の
新
制
度
　

の
新
制
度
　（
４
月
１
日
か
ら
新
設

日
か
ら
新
設
・
適
用
）

適
用
） 

今
年
度
か
ら
の
新
制
度
　（
４
月
１
日
か
ら
新
設
・
適
用
） 





補助対象者
次に掲げる要件をすべて満たす人です。
①扶養する乳児は、平成17年4月1日以降に出
生した乳児で、チャイルドシ―ト購入時に1歳
未満であること。
②道路運送車両法の保安基準に適合するチャイル
ドシートであること。
③購入日及び申請日に、保護者と該当乳児が町内
に住所を有していること。
※ただし、出産前に購入した場合は、購入日に保
護者が町内に住所を有していること。

補助額
購入価格（消費税及び地方消費税を含む）の

1/3（100円未満切捨）。ただし上限は1万円です。

補助回数
乳児1人につき1台で、1回に限ります。
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4
月
1
日
付
で
、
助
役
に
野
沢
美

範
氏
（
西
汗
下
）、
収
入
役
に
青
山
誠

邦
氏
（
東
蓼
沼
西
）
が
就
任
し
ま
し

た
。野

沢
氏
は
、
町
議
会
事
務
局
長
、

福
祉
課
長
、
企
画
課
長
歴
任
後
、
平

成
12
年
1
月
に
収
入
役
に
就
任
し
、

今
回
退
任
し
た
渡
辺
清
前
助
役
の
後

を
受
け
て
の
就
任
と
な
り
ま
し
た
。

青
山
氏
は
、
町
環
境
衛
生
課
長
、

総
務
課
長
を
歴
任
後
、
助
役
に
就
任

し
た
野
沢
前
収
入
役
の
後
を
受
け
て

の
就
任
と
な
っ
た
も
の
で
す
。

必要書類等
①補助金交付申請書
②チャイルドシート購入の領収書
（購入日、商品名、購入者の記入のあるもの・
購入者は保護者です。）
カードで購入された場合、利用控及び利用票

も必要です。
③品質保証書等チャイルドシートの品名、型式が
わかる書類（コピー可）
④保護者と乳児の住民登録がわかる書類
（保険証、住民票など）
⑤印かん
※④は、申請書下段の同意書を提出いただければ
必要ありません。
※訂正の時は訂正印でお願いします。
（修正液は使用しないでください。）

申請方法
補助金交付申請書に上記の必要書類を添付し、

役場1階の健康福祉課児童福祉係に申請してくだ
さい。

申請期限
チャイルドシートの購入日から1年以内です。

その他
補助金の振込みは、申請から概ね1か月くらい

かかります。
（振込前に決定通知書を送付します。）
※審査の結果、補助金の交付要件を満たしていな
い人には、却下通知書を送付します。
▼問い合せ先＝健康福祉課　児童福祉係

牲○56 9130

チャイルドシート購入費補助事業はじまる

青山誠邦収入役 野沢美範助役

助
役
に
野
沢
美
範
氏

収
入
役
に
青
山
誠
邦
氏

が
就
任

チャイルドシートを購入される町民の人
に、子育てに要する経費の軽減と、乳児の
乗車中の事故による被害の軽減を図ること
を目的に、購入経費の一部を補助します。


